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　～共に生きるやさしいまちづくり～

○ 趣　　　旨

　日常生活に何らかの支援が必要となり始めた高齢者に対し、「元の生活を取り戻す」ことを目的とした、介護予防プ
ログラム「リエイブルメントプログラム」を導入する。「できることを手伝う」のではなく「できる力を取り戻す」た
めの支援プログラムにより、要介護状態への進行抑制と自立支援を図る。

○ 概　　　要

 
【対象者】　日常生活に何らかの支援が必要となった高齢者

【期　間】　３ヶ月間

【内　容】　（１）理学療法士または作業療法士が、初回面接時に、目標設定及び身体機能測定を行う。
　　　　　　（２）週１回、訪問または通所で、目標達成に向けた指導を行う。
　　　　　　（３）最終回（１２回目）において、再度、身体機能測定及び評価を行う。
　　　　　　（４）評価結果により、高齢者に最適な活動を紹介する。

【開始時期】短期集中サービス「リエイブルメントプログラム」の開始は、令和８年１０月を予定

【事業費】　１４，１００千円
　
【財　源】　国庫交付金、県支出金、一般財源
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【介護予防・日常生活支援総合事業】
　リエイブルメントプログラム導入事業

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

高 齢 者 支 援 課

☎ 72-6209 （ 1131 ）



　～共に生きるやさしいまちづくり～

 

【内 容】

を行う。

【対象者】

【事業費】

【財　源】

○ 趣　　　旨

　青壮年期の歯周疾患罹患者数の減少や重篤化を予防し、定期的な歯科健診の受診及び正しいセルフケアの習慣化など
の行動変容を促すため、検査を希望する事業所の従業員に対し、歯の健康に関する簡易検査及び指導を実施する。
　「口から食べる幸せプロジェクト」の一環として、市歯科医師会と連携して進める。

○ 概　　　要

　市内事業所において健康教室の際に簡易唾液検査を行い、歯科医師による結果説明及び歯科保健指導

市内事業所に勤務する２０歳以上７０歳未満の検査を希望する者

７３０千円

一般財源
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【口から食べる幸せプロジェクト】
　お口の健康づくり推進事業

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

健 康 医 療 課

☎ 72-6129 （ 6602 ）
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　～共に生きるやさしいまちづくり～

3

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

高 齢 者 支 援 課

☎ 72-6125 （ 1188 ）

○ 趣　　　旨

　一人暮らしや、一人になる時間の多い高齢者、認知症などが原因で行方不明になる恐れのある高齢者に対して、総合
的に見守り事業を実施する。高齢者の異変をいち早く察知することで、迅速かつ適切な対応を可能とする環境を整備
し、家族などの心理的不安の解消に努める。

○ 概　　　要

　高齢者見守り事業



　～少子化対策～

 

○ 趣　　　旨

　子育て世帯の中でも、特に多子世帯は経済的にも負担が大きいことから、第２子、第３子を産みやすくするため
に、本年４月以降に出産された方に、第２子からの出生祝金を１０万円ずつ増額し、第５子以降５０万円支給する。
既存の子育て支援施策と併せて実施することで「子育てしやすいまち」、「子育て世帯に選ばれるまち」を目指す。

○ 概　　　要

【支給要件】　　子の出生時、本市に住民登録がある保護者。ただし、保護者が養育している２２歳以下の子の人
　　　　　　　数に応じて給付額を加算する。

【支 給 額】　第１子　　　　給付額　　１００，０００円　（うち、にーみんポイント　　５０，０００円分）
　　　　　　　第２子　　　　給付額　　２００，０００円　（うち、にーみんポイント　１００，０００円分）
　　　　　　　第３子　　　　給付額　　３００，０００円　（うち、にーみんポイント　１５０，０００円分）
　　　　　　　第４子　　　　給付額　　４００，０００円　（うち、にーみんポイント　２００，０００円分）
　　　　　　　第５子以降　　給付額　　５００，０００円　（うち、にーみんポイント　２５０，０００円分）

【支給方法】　　申請後初回の振り込みは一律１００，０００円（内にーみんポイント　５０，０００円分）
　　　　　　　とし、第２子以降は残りの金額を１０回に分け、毎月支給し、合計１１回の支給とする。
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発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

子 育 て 支 援 課

☎ 72-6115 （ 1124 ）

【予 算 額】　１９，４００千円

【財　　源】　国庫交付金、一般財源

　出生祝金拡充事業

例

第５子

（５００，０００円）

　　　にーみんポイント　５０，０００円分 　　　にーみんポイント　  ２０，０００円分

１回目 ２回目～１１回目

　　　　　　　　１００，０００円 ４００，０００円 (毎月 ４０，０００円)

　　　現金（振込）　　　  ５０，０００円 　　　現金（振込）　　　　  ２０，０００円
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　～少子化対策～

【事業概要】

【対 象 者】

【対象者数】

【事 業 費】

【財　　源】

【そ の 他】

小学校：８７５人

　(令和８年度児童生徒数見込)

○ 趣　　　旨

　小・中学校の児童生徒の学校給食を完全無償化で提供することで、保護者の納付の手間や事務の負担を軽
減し、子どもたちの健やかな成長を支える教育環境を整える。

○ 概　　　要

　保護者から給食費を徴収せず、また、学校での集金を行わないことで負担を軽減し、児童
生徒に完全無償化で学校給食を提供する。

市立小・中学校に在籍する児童・生徒

１１０，０００千円

国庫交付金

学校給食費応援にーみんポイント事業は令和７年度をもって終了する。

中学校：５４０人

5

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

学 校 教 育 課

☎ 72-6146 （ 6242 ）
　学校給食費完全無償化事業



　～少子化対策～

○ 趣　　　旨

　民間団体が独自に設置・運営していた放課後児童クラブの支援員不足や運営に係る保護者負担を解消するため、希望
するクラブについて、市が設置し、民間企業に運営を委託する。（公設民営方式）

○ 概　　　要

　
【内　容】　　これまで放課後児童クラブは、クラブ毎に支援員・保護者などにより運営委員会を立ち上
　　　　　　げ、民設民営方式で運営・活動を行っていたが、さまざまな課題解決を図るため、民間のノウ
　　　　　　ハウを導入する。
　　　　　　　このため、支援員の人材不足解消、保護者役員の事務負担解消、研修や指導体制の強化に
　　　　　　よる支援員の資質向上などが期待できる。

【スケジュール予定】
　　　　　　令和８年４月～　運営委員会への説明
　　　　　　　　　　７月～　業者選定（プロポーザル方式）
　　　　　　　　　１０月～　事業移行協議
　　　　　　令和９年１月～　事業開始

【事業費】　２１，０００千円

【財　源】　国庫交付金
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発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

教 育 連 携 推 進 課

☎ 72-6156 （ 6208 ）
　放課後児童クラブ運営委託事業
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　～少子化対策～

○ 趣　　　旨

　市教育委員会に配置している、学校連携コーディネーターに加え、新たに新見高校へ常設のコーディネーターを配置
し、探究学習における関係機関との調整や高校の魅力化推進を図る。

○ 概　　　要

　
【内　容】　　①新見高校の探究学習をさらに促進し、地域に根ざした高校づくりを行い、高校の魅力を
　　　　　　　　創出する。活動にあたって、高校と地域、関係機関との連絡調整を図る。
　　　　　　　②高校魅力化推進事業（資格取得助成、留学支援、部活動専門人材派遣）の周知や申請手
　　　　　　　　続きを取りまとめ、事務手続きなどの支援を行う。

【配　置】　　週１日（４時間）×１名
　　　　　　　（全体：週４日（４時間／日×２日）×２名

【勤務条件】　会計年度任用職員
　
【事業費】　　５３３千円

【財  源】　　一般財源

7

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

教 育 連 携 推 進 課

☎ 72-6156 （ 6206 ）
　新見高校コーディネーター配置事業



　～安心・安全なまちづくり～

○ 趣　　　旨

　災害時の大規模避難所となる市内の小・中学校及び公立大学の体育館に空調設備を整備する。
　災害時の慣れない避難生活による身体的負担の軽減など、防災拠点としての機能強化を図るとともに、児童生徒・学
生などの熱中症対策を図る。

○ 概　　　要
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発　表　資　料

令和8年2月16日

教 育 総 務 課 教育連携推進課

☎72-6145（6203） ☎72-6156（6208）
　大規模避難所空調整備事業

小・中学校体育館 公立大学体育館

内　容

実施校 思誠小学校、新見第一中学校 新見公立大学

設計費 １１，８００千円 ７，０００千円

財　源

　災害時の避難所に指定されている施設に空調設備を整備する。避難所機

能の強化を図るとともに、市民の健康を守る。

スケジュール

令和８年度　設計業務

令和９年度　設置工事

地方債

8
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　～安心・安全なまちづくり～

【内　　容】

【対 象 者】

【対象者数】

【貸与時期】

【事 業 費】

【財　　源】

○ 趣　　　旨

○ 概　　　要

小学校の徒歩通学児童全員

令和８年６月下旬

２，１００千円

ふるさとにいみ応援基金

 ７３５人（令和８年度徒歩通学児童数見込み）

　近年の気温上昇に伴い、小学生の通学などの熱中症リスクによる安全性の確保が求められている。特に、熱中症のリ
スクが高い小学生の徒歩通学時における対策のため、徒歩で通学する児童に対しランドセル用接触冷感パッドを貸与す
ることで、通学時の熱中症を未然に防止する。

①各小学校の対象者数を調査する。

②必要数のランドセル用接触冷感パッドを購入する。

③各小学校で対象児童へ貸与する。

9

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

学 校 教 育 課

☎ 72-6146 （ 6243 ）
　小学校熱中症対策事業



　～安心・安全なまちづくり～

【運行経路】 ①外循環線：横見 ― 新見駅 ― 防災公園

②内循環線：宗金 ― 新見駅 ― サンパーク新見

【延伸路線】 ①石蟹 ― 防災公園（正田広瀬経由）

②市役所 ― 社協前

③宮地町上 ― 運動公園口（新見龍頭方面）

【運行便数】 外循環線：７便／日、内循環線：７便／日（土日祝日は５便）

【運　　賃】 ２００円

　　　　　　　おかやま愛カード所持者

　※無料：未就学児

【運行開始】

【事 業 費】

【財　　源】 一般財源

令和８年４月１日

１１，５００千円

10

○ 趣　　　旨

　※１００円：高校生以下、障害者手帳など所持者、

　市街地循環バス「ら・くるっと」運行体制の拡充

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

交 通 対 策 課

☎ 72-6122 （ 1177 ）

　市街地循環バス「ら・くるっと」の運行路線を延伸させるとともに、利用者の多いエリアに内循環線を新設し、現行
の１台から２台体制に増便する。将来にわたって持続可能で利便性の高い地域公共交通体系に向けて運行体制を拡充す
る。

○ 概　　　要

内循環線バスイメージ

10
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・外循環線：約８０分

・内循環線：約７０分

運行時間

R8.4～「ら・くるっと」路線図

新見公立大学

西方小学校

上市

小学校

上市市民

ｾﾝﾀｰ

まんさく公園

(市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)

防災公園

ｻﾝﾊﾟｰｸ新見

ﾋﾟｵｰﾈ球場

新見市社会福祉

協議会

なごみの郷

かなや

まなび広場にいみ

(中央図書館)

新見市役所

新見市消防本部

新見消防署

新見高校

岡山県共生高校

思誠小学校

新見中央病院

新見公民館

太田病院

にいみﾌﾟﾗｻﾞ
新見郵便局

ＪＡ晴れの国岡山

新見統括本部

備中県民局

新見地域事務所

新見第一

中学校

長谷川紀念病院

高尾小学校

ﾌﾚｽﾀ渡辺病院

くろかみ

新見南

中学校

石蟹駅

22

23

24

25

36

げんき広場

にいみ

新見市学校給食ｾﾝﾀｰ

（にいみ～る）

新見南小学校

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

26

28

29

30

31

32

33

34

37

38

39

40

42

43

45

47

48

49

44

46

フリー乗降区間

フリー乗降区間

フリー乗降区間

41

「①横見～③上市～⑤向田」 ：旧道区間

「⑤向田～⑦高尾～⑨一中前」 ：旧道区間

「上広瀬橋～広瀬橋」 ：㊼～㊽

フリー乗降区間

既 設 停 留 所

変 更 停 留 所

新 設 停 留 所

外 循 環 路 線

内 循 環 路 線

凡　　例

35

27

横 見 城 山

宮 の 前 思 誠 小学 校前

上 市 裁 判 所 前

下 町 新 見 公民 館前

向 田 中 央 病 院 前

宗 金 医 療 生 協 前

高 尾 日 の 出 町

長 谷 川 病 院 市 役 所 北

一 中 前 中 央 図 書 館

新 見 郵便 局前 市 役 所

新 見 駅 社 協 前

Ｊ Ａ 前 水 舟

一 中 北 荒 堀

フ レ ス タ 前 正 田 上 組

渡 辺 病 院 前 下 組

西 方 辻 田 今 見

魚 市 場 前 サンパーク新見

大 学 前 井 手 口

太 田 病 院 前 石 蟹 上

昭 和 町 石 蟹

御 茶 屋 橋 石 蟹 下

宮 地 町 上 広 瀬 橋 北

宮 地 町 広 瀬

千 丸 防 災 公 園

運 動 公 園 口

停　留　所　名　（４９箇所）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

16

18

19

20

21

15

17

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

47

48

49

45

3510

番号 変更前 変更後

中 国 新 見 新 見 郵便 局前

く ろ か み 前 渡 辺 病 院 前

西 方 小学 校前 魚 市 場 前

消 防 署 前 市 役 所 北

市 役 所 市 役 所

15

17

33

35
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　～安心・安全なまちづくり～

○ 趣　　　旨

　安心・安全なまちを目指し、市民からの消費生活に関する相談を市内で完結させるため、消費生活相談員を常駐させ
た新見市消費生活センターを設置する。

○ 概　　　要

 
【設置場所】　交通対策課内

【相談日時】　月曜日～金曜日（ただし、土・日・祝日　１２／２９～１／３を除く）
　　　　　　　８時３０分 ～ １７時１５分

【主な業務内容】
　　①相談対応：商品やサービスの契約トラブル、返金・解約、悪質商法などに関する相談の受付
　　②情報提供：消費者の立場から、問題解決のための助言や必要な情報の提供
　　③啓発活動：高齢者などを対象とした出前講座などを通じて、消費者被害を未然に防ぐための知識
                の普及活動

【設置時期】　令和８年４月１日

【事 業 費】　２，９４８千円

【財　　源】　一般財源
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発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

交 通 対 策 課

☎ 72-6122 （ 1171 ）
　消費生活センター設置事業

12
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　～地場産業の育成～

【内　容】

　　　※創業・事業承継支援事業補助金、空き家活用推進事業補助金との併用はできない。

【事業費】 ２０，０００千円

【財　源】 国庫交付金

一般財源

○ 趣　　　旨

　産業に係る地域課題（Ａ級食材の活用、宿泊施設の不足、小売店の不足など）の解決に取り組むことを目的に、事業
者に対して補助制度を新設する。地域課題の解決に取り組むとともに、市内経済の活性化を図る。

○ 概　　　要

12

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

商 工 観 光 課

☎ 72-6137 （ 1252 ）
　産業施設出店支援事業

補助率 限度額

１／２以内 ３，０００千円

１／２以内 １０，０００千円フランチャイズ店誘致

５，０００千円１／２以内

宿泊施設誘致（民泊）

支局管内などへのコンビニ誘致（立地は都市計画区域

から10km以上離れた場所又は各支局管内）
１／２以内 ５，０００千円

千屋牛を活用した飲食店誘致

（鉄板焼き、フレンチなど）

対象事業



　～地場産業の育成～

【内　　容】 （１）観光地経営戦略策定

　◎新見市観光地経営戦略会議の設立・運営

　◎新見市観光地経営戦略の策定

（２）観光地域づくり法人の設立・運営

【事 業 費】 （１）７,８２８千円　　（２）１１，０００千円　　計　１８,８２８千円

【財　　源】 国庫交付金、一般財源

○ 趣　　　旨

　厳しい人口減少社会の中で、観光は、国内交流はもちろん、旺盛なインバウンド需要の取り込みにより交流人口や観光
消費額を拡大させ、地域を活性化させる原動力となるものである。また、地域社会と地域経済に好循環を生む持続可能な
観光地域づくりを推進していく上で、地域の核となる観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の果たすべき役割もますます重要と
なってきている。
　このため、有識者で構成する新見市観光地経営戦略会議を設け、「選択と集中」の考え方に基づき、新見市全体として
中長期的（４～５年間）に目指す観光ビジョン及びビジョンを実現するための具体的な戦略を策定し、統一したコンセプ
トを基にどの地域、どの施設に人的資源や財源を集中的に割り当てるかを明確にしていく。併せて、観光振興の司令塔と
なる観光地域づくり法人を設立運営するため、その体制確保を図りながら、地域ＤＭＯとしての登録を目指していく。

○ 概　　　要

　　①調査・戦略策定　②滞在コンテンツの企画開発　③周遊環境整備　④旅行商品流通環境整備
　　⑤情報発信・プロモーション

　観光振興の司令塔となる観光地域づくり法人を設立・運営するため、必要となる体制を確保する。
　　①職員の増員　②市からの職員派遣　③市からの受託事業の拡大　④収益事業の拡大

13

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

商 工 観 光 課

☎ 72-6136 （ 1254 ）
　観光地経営戦略プロジェクト

14
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　～地場産業の育成～

【内　　容】 〇アクセス道路及び大型バス旋回場整備事業

〇昇降機整備事業　

【スケジュール】 令和８年度　　測量・設計業務、工事着手

令和９年度　　工事完了（予定）

【事 業 費】 ３１，６００千円

【財　　源】 国庫交付金、地方債、一般財源

○ 趣　　　旨

　主要観光施設である満奇洞において、観光客や地元住民の安全性を向上させるとともに、令和９年度開催予定の「森
の芸術祭 晴れの国岡山」を見据え、高齢者やお子様連れのご家族に安心して訪れていただけるよう周辺の環境整備を行
う。

○ 概　　　要

  現在の大型バス駐車場から満奇洞までの動線は、道路幅が非常に狭く、観光客や地元住民の安全性が確
保されていないことから、新しく大型バスが第一駐車場付近まで進入できるアクセス道路及び旋回スペー
スを整備する。

　第一駐車場から満奇洞入口までは、急勾配の遊歩道が続くため、幼い子どもを抱える家族や高齢者、障
がい者の移動が困難となっている。幅広い世代の観光客が、安心・安全に鍾乳洞を鑑賞していただけるよ
う昇降機（スロープカー）を整備する。

14

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

商 工 観 光 課

☎ 72-6136 （ 1254 ）

【観光地周辺環境整備】
　満奇洞整備事業



【千原由理奈氏の経歴】

　　「ビーズガールズ」所属

【委嘱日】

【その他】 現在の「新見市ふるさと大使」：石原祐美子氏（チキチキジョニー）

○ 趣　　　旨

　フィットネスモデルプロでインフルエンサーとしても活躍されている、西方出身の千原由理奈氏を「新見市ふるさと
大使」に委嘱する。本市の魅力を広く発信していただくことにより、本市のイメージアップとともに、地域振興及び観
光振興の向上を図る。

○ 概　　　要

出身地：新見市西方

経　歴：新見市立新見第一中学校（ダンスチーム：ディライト所属）

　　　　岡山県立総社南高等学校（ダンス部所属）

　　　　ダンス＆アクターズスクール（大阪市）所属

　　　　オリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット

　　　　株式会社スキシアムプロダクション（大阪市）代表取締役

主な実績：「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」出場

　　　　　ＳＳＡボディメイクコンテント（４年連続プロ戦日本一）

　　　　　世界最高峰の障害物レース「スパルタンレース」優勝・準優勝ほか

令和８年３月２７日

15 　千原由理奈氏「新見市ふるさと大使」に委嘱

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

商 工 観 光 課

☎ 72-6136 （ 1254 ）

ちはら ゆ り な

16
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３　新見市市長、副市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

４　新見市火災予防条例の一部を改正する条例

16 　令和８年３月市議会定例会提出案件

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

５　新見市消防団に関する条例の一部を改正する条例

付議案件　５２件　うち　条例２９件　予算１５件　その他７件　報告１件　

（条例２９件）

１　組織・機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例

　　本年４月１日から予定している組織・機構の改編に伴い、関係する条例の一部を改正するもの。

２　新見市特定の事務を取り扱う郵便局の指定に伴う関係条例の整理に関する条例

　　特定の事務を取り扱う郵便局の指定に伴い、関係する条例の一部を改正するもの。

　　この度の本市職員に対する懲戒処分における監督責任として、市長の給料月額を３カ月、副市長の給料月額を２カ月

　　減額するため、条例の一部を改正するもの。

　　林野火災予防の実効性を高めるため、所要の規定を整備するほか、国の省令等改正に伴い、所要の規定を整備するた

　　め、条例の一部を改正するもの。

　　相談員が常駐する消費生活センターを設置するため、条例を制定するもの。

　　

　　実情と乖離している消防団員の定数を改めるなど、条例の一部を改正するもの。

６　新見市地域づくりセンター条例の一部を改正する条例

　　地域運営組織の拠点施設である新見市布瀬地域づくりセンターを新たに追加するため、条例の一部を改正するもの。

７　新見市営バスの設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例

　　哲多地域の予約型乗合タクシーの本格運行に伴い、市営バス路線の一部を廃止するため、条例の一部を改正するもの。

８　新見市消費生活センター条例



14　新見市障害者医療費給付条例の一部を改正する条例

　　国の法令改正に伴い、所要の規定を整備するため、新たに条例を制定するもの。

16 　令和８年３月市議会定例会提出案件（つづき１）

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

９　新見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

　　令和８年度以降の保険税率等を見直すことについて、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

10　新見市保育所条例の一部を改正する条例

　　新郷保育所及び新砥保育所を閉所するため、条例の一部を改正するもの。

11　新見市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

　　新砥小学校の統廃合に伴い学校名を削除するため、条例の一部を改正するもの。

12　新見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

　　国の法令改正に伴い、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

13　新見市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

　　「みなし支援員制度」が令和８年３月３１日に期限を迎えることから、期限を延長するよう、所要の規定を整備する

　　ため、条例の一部を改正するもの。

　　国の法令改正に伴い、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

15　新見市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例

　　国の法令改正に伴い、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

16　新見市教員住宅条例の一部を改正する条例

　　今後の利用が見込まれない新郷教員住宅を廃止するため、条例の一部を改正するもの。

17　新見市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例

18　新見市移住交流支援センター条例の一部を改正する条例

　　施設の管理方法を指定管理から直営管理に変更するため、条例の一部を改正するもの。

19　新見市哲多ふるさと市場条例を廃止する条例

　　管理者の高齢化等に伴い、当該施設の維持管理が困難となっていることから、条例を廃止するもの。

18
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27　新見市空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例

16 　令和８年３月市議会定例会提出案件（つづき２）

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

　　国の法令改正に伴い、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

20　新見市神郷公共放牧場条例の一部を改正する条例

　　採草放牧場及び採草地の利用者が減少していることや、管理者の高齢化に伴い、当該土地の維持管理が困難となって

　　いることから、野原採草放牧場及び野原採草地を廃止するため、条例の一部を改正するもの。

21　新見市火入れに関する条例の一部を改正する条例

　　新見市火災予防条例の改正に伴い、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

22　新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例

23　新見市建築確認事務等手数料条例の一部を改正する条例

24　新見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例

25　新見市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例

26　新見市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例

　　（22から26は同じ提案理由）県の条例改正に伴い、所要の規定を整備するため、条例の一部を改正するもの。

２　令和８年度新見市診療所特別会計予算

３　令和８年度新見市国民健康保険特別会計予算

４　令和８年度新見市介護保険特別会計予算

５　令和８年度新見市後期高齢者医療特別会計予算

28　新見市公共下水道条例の一部を改正する条例

29　新見市水道事業給水条例の一部を改正する条例

　　（28、29は同じ提案理由）非常時における給排水設備等の復旧が円滑に実施できるよう、条例の一部を改正するもの。

（予算１５件）

１　令和８年度新見市一般会計予算



11　令和７年度新見市診療所特別会計補正予算（第３号）

16 　令和８年３月市議会定例会提出案件（つづき３）

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

６　令和８年度新見市観光事業特別会計予算

７　令和８年度新見市萬歳財産区特別会計予算

８　令和８年度新見市水道事業会計予算

９　令和８年度新見市下水道事業会計予算

10　令和７年度新見市一般会計補正予算（第１０号）

12　令和７年度新見市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

13　令和７年度新見市介護保険特別会計補正予算（第５号）

14　令和７年度新見市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

15　令和７年度新見市萬歳財産区特別会計補正予算（第２号）

　　国土調査事業の実施により、字の異なる土地を合筆することに伴い、字の区域及び名称を変更するため、地方自治法

　　第２６０条第１項の規定により議会の議決を求めるもの。

４　市道路線の認定について

　　新たに市道として管理するため、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるもの。

（その他７件）

　　現行の計画が本年度末で満了することから、新たに計画を策定するため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

　　措置法第８条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。

２　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

　　千屋花見地域の事業計画を変更するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

　　律第３条第８項の規定により議会の議決を求めるもの。

３　字の区域・名称の変更について

１　新見市過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

20
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（報告１件）

　　（令和７年度新見市一般会計補正予算（第９号））

　　衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙の執行経費について、早急に予算措置を行う必要が生じたため。

　　第５条の規定により議会の議決を求めるもの。

16 　令和８年３月市議会定例会提出案件（つづき４）

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

総 務 課

☎ 72-6204 （ 1207 ）

５　市道路線の変更について

　　市道旭町線の終点位置を変更するため、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるもの。

６　新見市大竹地域づくりセンターの指定管理者の指定について

　　本年４月から新たに指定管理を行う施設について、新見市公の施設指定管理者選定委員会において選定された者を指

　　定管理者に指定するため地方自治法第２４４条の２第６項及び新見市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例

１　市長の専決処分した予算について

７　新見市大佐Ｂ＆Ｇ海洋センター等の指定管理者の指定について

　　本市の公の施設で、現在の指定管理期間が本年３月末に終了する施設について、新見市公の施設指定管理者選定委員

　　会において選定された者を次の指定管理者に指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項及び新見市公の施設指

　　定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、議会の議決を求めるもの。



17 　令和７年度３月補正予算　会計別集計表

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

財 政 課

☎ 72-6160 （ 1224 ）

22

1



23

18 　令和７年度　一般会計補正予算（第１０号）の概要

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

財 政 課

☎ 72-6160 （ 1224 ）



下水道課 管　理　係 工　務　係

国土調査係

都市整備課 建築係 まちづくり推進係

土地区画整理事業推進室

上水道課 管　理　係 工　務　係

工　務　係建設部 建　設　課 維持管理係

観　光　課 観光振興係 観光施設係

移住定住推進課 移住定住推進係

林業振興課 林業振興係

産業振興課 産業振興係 商工労政係

資産税係

産業部 農業畜産振興課 農業畜産係 耕　地　係 鳥獣対策係

交通対策課 交通政策係

税　務　課 収　税　係 市民税係

生活環境課 環境政策係 くらし安全係

・廃棄物処理センター、処理センター

契約検査課 入札契約係 検査係

市民生活部 市　民　課 市　民　係 国保年金係

協働推進係

行政改革推進室

財　政　課 財　政　係

情報政策課 情報管理係 情報通信係 デジタル推進係

秘書広報課 秘　書　係 広　報　係

政策推進課 企画政策係 財産活用係

危機管理室

19 　令和８年度新見市組織図（抜粋）

発 表 資 料

令 和 8 年 2 月 16 日

総 合 政 策 課

☎ 72-6143 （ 1233 ）

総務部 総　務　課 総　務　係 人　事　係 管　財　係
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令和８年度　新 見 市 組 織 図

　　　　 　　　　

　　　　 　　　　

1

農 業 委 員 会 事　務　局 農 業 委 員 会 事　務　局

選挙管理委員会 事　務　局 選挙管理委員会 事　務　局

監 査 委 員 事　務　局 監 査 委 員 事　務　局

生涯学習課 生涯学習係 文化スポーツ係 生涯学習課 生涯学習係 文化スポーツ係

議 　　　　　 会 事　務　局 議 　　　　　 会 事　務　局

・新見市立中央図書館 ・新見市立中央図書館

教育連携推進課 教育連携推進係 教育連携推進課 教育連携推進係

教育総務課 庶　務　係 施　設　係

・新見市学校給食センター ・新見市学校給食センター 

学校教育課 学　事　係 指　導　係 学校教育係 学校教育課 学　事　係 指　導　係 学校教育係

教育委員会 教育長 教育部 教育委員会 教育長 教育部教育総務課 庶　務　係 施　設　係

神郷分署 哲多分署 哲西分署

会計管理者 出　納　室 会計管理者 出　納　室

警　防　課 警　防　係 警　防　課 警　防　係

消　防　署 大佐分署 神郷分署 哲多分署 哲西分署 消　防　署 大佐分署

庶　務　係 消防団係

予　防　課 予防指導係 危険物係 予　防　課 予防指導係 危険物係

消防本部 消防本部総　務　課 庶　務　係 消防団係 総　務　課

哲西支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係 哲西支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

哲多支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係 哲多支局 地域振興課

神郷支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係 神郷支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

市民福祉係 産業建設係

下水道課 管　理　係 工　務　係

大佐支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係 大佐支局 地域振興課 市民福祉係 産業建設係

国土調査係

都市整備課 住　宅　係 街路・区画整理係 建築係 都市整備課

下水道課 管　理　係 工　務　係 上水道課 管　理　係 工　務　係

建築係 まちづくり推進係

上水道課 管　理　係 工　務　係 土地区画整理事業推進室

移住定住推進課 移住定住推進係

建設部 建設部建　設　課 維持管理係 工　務　係 国土調査係 建　設　課 維持管理係 工　務　係

商工労政係

移住・定住推進課 定住対策係 ふるさと応援係 観　光　課 観光振興係 観光施設係

商工観光課 商工労政係 観光振興係 観光施設係 産業振興課 産業振興係

鳥獣対策係

林業振興課 林業振興係 治　山　係 林業振興課 林業振興係

・保育所、認定こども園、こども給食センター ・保育所、認定こども園、こども給食センター

産業部 産業部農業畜産振興課 農業畜産係 耕　地　係 鳥獣対策係 農業畜産振興課 農業畜産係

健康づくり係

耕　地　係

地域医療係

子育て支援課 子育て支援係 こども福祉係 子育て支援課 子育て支援係 こども福祉係

健康医療課 親子保健係 健康づくり係 地域医療係 健康医療課 親子保健係

高齢者福祉係 介護保険係 介護認定調査係 地域包括支援センター

・和みの郷かなや ・和みの郷かなや

障害者福祉係 社会援護係

福祉政策推進室 福祉政策推進室

高齢者支援課 高齢者福祉係 介護保険係 介護認定調査係 地域包括支援センター 高齢者支援課

交通対策課 交通企画係 生活安全交通係 交通対策課 交通政策係

市民税係 資産税係

健康福祉部 健康福祉部福　祉　課 生活支援係 障害者福祉係 社会援護係 福　祉　課 生活支援係

税　務　課 収　税　係 市民税係 資産税係 税　務　課 収　税　係

環　境　課 環境政策係 衛　生　係 生活環境課 環境政策係 くらし安全係

・廃棄物処理センター、処理センター ・廃棄物処理センター、処理センター

デジタル推進係

契約検査課 入札契約係 検査係

市民生活部 市民生活部市　民　課 市　民　係 国保年金係 協働推進係

契約検査課 入札契約係 検査係 情報政策課 情報管理係 情報通信係

市　民　課 市　民　係 国保年金係

協働推進係

財　政　課 財　政　係 行政改革推進室

情報政策課 情報管理係 情報通信係 デジタル推進係 財　政　課 財　政　係

広　報　係

総合政策課 企画政策係 行政改革推進係 政策推進課 企画政策係 財産活用係

総　務　係 人　事　係

秘書広報課 秘　書　係 広　報　係 秘書広報課 秘　書　係

総務部総　務　課 総　務　係 人　事　係 管　財　係 総　務　課

令和７年度　新 見 市 組 織 図

市　長 副市長 総務部 市　長 副市長 管　財　係

危機管理室 危機管理室
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